
国保だより
医療機関等での医療費および国民健康保険税の支払いが困難な方へ

問　町民課　国保年金係　☎７６７-２340

　利府町国民健康保険に加入中の方が次のいずれかに該当する場合は、医療機関等での医療費の支払いや国民
健康保険税の支払いを減免または猶予することができる場合があります。
　減免等を希望される場合は、担当窓口にご相談ください。

【相談および申請窓口】　医療費に関すること…町民課　国保年金係　☎767-2340
国保税に関すること…税務課　町民税係　　☎767-2117

１ 震災や風水害、火災等の災害により自宅等の資産が一定以上の被害を受けた
２ 農業や漁業を営む方が自然災害等により収入が著しく減少した
３ 失業や事業の廃業等により療養期間中の収入が著しく減少した

～児童虐待をなくすために、子育ての悩みや不安はひとりで抱え込まず、誰かに相談しましょう。～
　誰もが子育てに悩みや不安を抱えるものです。その悩みや不安を誰にも相談せず、ひとりで溜め込んでしまうと、
子どもへの虐待につながる恐れがあります。

【宮 城 県 中 央 児 童 相 談 所】☎（784）3583
【児童相談所全国共通ダイヤル】☎189（24時間）
【子 ど も 家 庭 セ ン タ ー】☎（356）6711

相
談
先

いちはやく

●子育てに関する不安や悩みがあったら…
　子育ては思うようにいかないものです。不安や悩みをひとりで抱えこまず、お気軽にご相談ください。

★ファミリー・サポート事業とは？
　子育てを手伝ってほしい人（利用会員）と、子
育ての手伝いができる人（協力会員) が地域ぐる
みで子育てを支え合う会員組織です。

★こんな活動をしています
　・保育施設や児童クラブの送迎やその後の預かり
　・習い事の送迎
　・保護者の外出の際の預かり　等

●と　　き
●と こ ろ
●内　　容
●申込方法

●申込期限
●次回講習予定

★協力会員になるためには、基礎講習の受講が必要です

5月19日（火） 午前９時３０分～午後４時
社会福祉協議会会議室　ほか
子どもの健康管理、子どもの発達と保育の心、子どもの遊び　など
ファミリー・サポート・センター事務局まで、直接または電話でお申し込みください。 
（終日の受講が難しい場合や、保育士等の資格をお持ちの方はお問合せください）
5月18日（月）
10月9日（金）、令和9年1月28日（木）

協力会員を大募集しています！

問　利府町ファミリー・サポート・センター事務局（利府町社会福祉協議会内）　☎７６７-２１９5　　rifushakyo-tofukko@joy.ocn.ne.jp

ファミリー・サポート・センターからのお知らせ
～子どもたちの笑顔あふれる利府町を目指し、

　　　　　　　　　　一緒に子育て世代の支援をしてみませんか？～

令和8年度　基礎講習会

問　子ども家庭センター　親子保健係　☎356-6711

不妊検査・不妊治療費助成事業のお知らせ
　不妊を心配するご夫婦やお子さんを望むご夫婦が不妊検査や不妊治療
を受けた場合に、費用の一部を助成します。
　ご夫婦で妊娠や出産について早い時期から話し合い、心配な場合は、
医療機関への早めの受診をおすすめします。

※助成対象となる検査や治療、
対象期間は二次元コードから
ご確認ください。

子育てナビ

★児童虐待が子どもに与える影響について
　児童虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な
影響を与えます。また、虐待が次の世代に引き継がれる「負
の連鎖」を生む恐れがあり、子どもに対する最も重大な権利
侵害です。

★児童虐待による主な影響
　●言葉や、学習の遅れなど発達への影響
　●情緒不安定、自己否定感、強い不安感など心への影響
　●低身長・低体重、栄養不良など体への影響
　●暴力性、自傷行為、対人関係がうまくつくれないなど行動への影響

★しつけと虐待の違い
　しつけとは、子どもが自分で行動をコントロールする力を身につけるための関わりです。たとえ愛情からの「しつけ」のつもり
であっても保護者の意図や思いにかかわらず、子どもの健全な成長を妨げる不適切な扱いは虐待にあたります。体罰や恐怖で
コントロールする行為は、法律で禁止された「虐待」です。

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激
しく揺さぶる、やけどを負わせる、
溺れさせる、首を絞める、縄など
により一室に拘束する　など

心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間
での差別的扱い、子どもの目の前で
家族に対して暴力をふるう（ドメス
ティックバイオレンス：DV）、きょうだ
いに虐待行為を行う　など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、
ひどく不潔にする、自動車の中に
放置する、重い病気になっても
病院に連れて行かない　など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行
為を見せる、性器を触るまた
は触らせる、ポルノグラフィ
の被写体にする　など

主な児童虐待の種別

【募 集 戸 数】　10戸（先着順、郵送不可）
【対 象 住 宅】　平成12年5月31日以前に着工された3階建て以下の戸建木造住宅
【申請者負担額】　8,400円　※延べ床面積200㎡以下の場合

1m以上が対象

木造住宅耐震診断助成事業　申請期限：12月4日(金)まで

【募 集 件 数】　10件（先着順、郵送不可）
【対象建築物】　道路に面し、高さが１ｍ以上のブロック塀で、
　　　　　　　現地調査の結果、危険と判定されたもの
【補助額（上限）】　●除却……………………………232,000円
　　　　　　　 ●除却後のフェンス等の設置…100,000円 ※ご自宅のブロック塀の高さをご確認ください

申請期限：12月4日(金)まで

問  都市整備課　営繕係  ☎767-2342

ブロック塀の安全対策費用の一部を助成します

木造住宅の耐震化費用の一部を助成します

【募 集 戸 数】　4戸（先着順、郵送不可）
【対 象 住 宅】　耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅
【補助額(上限)】　●耐震改修工事のみ…………………………………………1,150,000円
　　　　　　　●耐震改修工事と併せてリフォーム工事等を行う場合……1,250,000円

◆ご相談は都市整備課　営繕係(役場１階 ５番窓口)まで
　 何から始めればよいか分からない…
　 補助の対象に該当するかわからない…
　 どのくらい費用がかかるか不安…

　まずはお気軽にご相談ください。
　 営繕係では、土木・建築の技術職員が常駐し、窓口、電話、ホームページから、どこからでも
　 随時ご相談を承ります。

木造住宅耐震改修工事助成事業　申請期限：9月25日(金)まで

除却の補助上限額を 45,000 円増額

補助対象が拡充
旧：昭和56年 5月 31日以前に着工したもの
新：平成 12年 5月 31日以前に着工したもの

ブロック塀

木造住宅の耐震化
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